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質問日 質問内容 回 答

1 4月3日

今回の基本計画策定業務を授嘱したもの
（元請、協力会社含む）は、以降に発注が
想定される基本設計、実施設計の業務、ま
たはＰＦＩの事業者への参加を制限されない
と考えてよろしいでしょうか。

基本計画については、今回の基本計画策定調査業務を受けて、委託業者と県で
共同して原案を作成していくことになりますが、その内容や経過については、公表
するため、当該業務を受託した者と他の者に情報量の偏りはなく、基本設計、実務
設計への参加は可能です。
また、基本計画策定調査（民間活力導入可能性調査）の結果、ＰＦＩを導入すること

となった場合においても、基本計画策定の段階では公募条件等の実施方針（案）を
検討しないため、ＰＦＩ事業者への参加を制限しないものと判断しています。

2 4月9日

今回の策定業務を請負った場合、基本設
計および実施設計を請負う資格は無くなる
のでしょうか。
また、策定業務を請負った者と共同または
協力者として基本設計および実施設計を請
負うことは出来るのでしょうか。

基本計画については、今回の基本計画策定調査業務を受けて、委託業者と県で
共同して原案を作成していくことになりますが、その内容や経過については、公表
するため、当該業務を受託した者と他の者に情報量の偏りはなく、基本設計、実務
設計への参加は可能です。
また、当該業務を受託した者と共同または協力者として請け負う場合についても、

上記により、現時点では、参加の制限は考えていません。

3 4月10日

新県立博物館基本計画策定調査業務委託
の公募
６ 説明会後のスケジュール  （３）イ    プレ
ゼンテーション又はヒアリングの説明の中
に、「プレゼンテーション又はヒアリングは、
配置予定者技術者が説明することとしま
す。」とあるが、プロポーザル参加意思表明
書提出時に届け出た「配置予定の技術者
資格」（別紙様式２）に記した配置予定技術
者と限定せず、（様式 ４）配置予定技術者
の経歴等に記された技術者ならだれでも良
いとの理解をしておりますがよろしいでしょ
うか？

貴見のとおりです。






